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解
説
・

陸
川
　
諭

）

総
務
省
自
治
行
政
局
行
政
課

主
査

（

の
主
な
内
容
や
考
え
方
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
施

行
令
に
関
す
る
部
分
を
中
心
に
解
説
す
る
こ
と
と
し

た
い
。

二
　
改
正
令
の
全
体
概
要

改
正
令
の
全
体
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
22
年
政
令

第
16
号
。
以
下
「
自
治
令
」
と
い
う
。）
の

一
部
改
正
関
係
（
第
１
条
関
係
）

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
損
害
賠
償
責
任
の

一
部
免
責
に
係
る
参
酌
基
準
及
び
責
任
の
最
低
額
並

び
に
一
部
免
責
を
行
っ
た
場
合
に
必
要
な
手
続
を
定

め
る
も
の
。

２　

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
25
年
政
令

第
89
号
）の
一
部
改
正
関
係（
第
２
条
関
係
）

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
損
害
賠
償
責
任
の

一
　
は
じ
め
に

地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

29
年
法
律
第
54
号
。
以
下「
改
正
法
」と
い
う
。）は
、

平
成
29
年
６
月
９
日
に
公
布
さ
れ
て
お
り
、
令
和
２

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

改
正
法
に
よ
り
、
条
例
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団

体
の
長
若
し
く
は
委
員
会
の
委
員
若
し
く
は
委
員
又

は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
（
以
下
「
地
方
公
共
団
体

の
長
等
」
と
い
う
。）
の
当
該
地
方
公
共
団
体
に
対

す
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
、
そ
の
職
務
を
行
う

に
つ
き
善
意
で
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
い
と
き
は
、

損
害
賠
償
責
任
額
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の

職
責
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
基

準
を
参
酌
し
て
、
政
令
で
定
め
る
額
以
上
で
当
該
条

例
で
定
め
る
額
（
以
下
「
最
低
責
任
負
担
額
」
と
い

う
。）
を
控
除
し
て
得
た
額
を
免
責
す
る
旨
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た（
地
方
自
治
法（
昭

和
22
年
法
律
第
67
号
。
以
下
「
自
治
法
」
と
い
う
。）

新
第
２
４
３
条
の
２
第
1
項
）。

改
正
法
を
受
け
、
当
該
政
令
で
定
め
る
基
準
及
び

当
該
政
令
で
定
め
る
額
等
を
定
め
る
も
の
と
し
て
、

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
令
和
元
年
政
令
第
１
５
６
号
。
以
下
「
改
正
令
」

と
い
う
。）
が
令
和
元
年
11
月
８
日
に
公
布
さ
れ
、

改
正
法
と
同
じ
く
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
標
記
通
知
の
内
容
を
基
に
、
改
正
令

行
政
通
知
の
読
み
方
・
使
い
方

連
載

第
19
回
連
載

第
19
回

この連載では、自治体法務に
関わる行政通知を取り上げ、
通知の発出元に、発出の背景
や読み方、使い方などを解説
していただきます。

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
公
布
及
び 

施
行
に
つ
い
て

）

（
令
和
元
年
11
月
８
日
総
行
行
第
２
４
４
号
、
総
行
市
第
65
号
、
総
行
経
第
40
号
、
各
都
道
府
県
知
事
、
各 

都
道
府
県
議
会
議
長
、
各
指
定
都
市
市
長
、
各
指
定
都
市
議
会
議
長
宛　

総
務
省
自
治
行
政
局
長
通
知
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一
部
免
責
に
係
る
参
酌
基
準
等
を
定
め
る
自
治
令
の

規
定
を
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
委

員
に
つ
い
て
準
用
す
る
た
め
の
規
定
の
整
備
を
行
う

も
の
。

３　

地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
25
年

政
令
第
89
号
）
の
一
部
改
正
関
係
（
第
３

条
関
係
）

改
正
法
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行

う
も
の
。

４　

地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
（
平
成

15
年
政
令
第
４
８
６
号
）
の
一
部
改
正
関

係
（
第
４
条
関
係
）

地
方
独
立
行
政
法
人
の
役
員
等
の
損
害
賠
償
責
任

の
一
部
免
除
に
係
る
参
酌
基
準
及
び
責
任
の
最
低
額
並

び
に
当
該
一
部
免
除
に
必
要
な
手
続
を
定
め
る
も
の
。

５　

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律

（
平
成
16
年
法
律
第
59
号
）
附
則
第
２
条
第

１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
市
町
村
の

合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
17
年
政
令
第
55
号
）
の
一
部
改
正
関
係

（
第
５
条
関
係
）

監
査
及
び
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
損
害
賠
償
責

任
等
に
係
る
自
治
法
及
び
自
治
令
の
財
務
に
関
す
る

規
定
を
準
用
す
る
場
合
の
技
術
的
読
替
え
に
つ
い
て

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
。

三
　
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
つ

い
て

１　

改
正
の
全
体
概
要

改
正
法
を
受
け
、
自
治
法
新
第
２
４
３
条
の
２
第

１
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
（
以
下
「
参
酌
基
準
」

と
い
う
。）及
び
同
項
の
政
令
で
定
め
る
額（
以
下「
最

低
額
」
と
い
う
。）
並
び
に
普
通
地
方
公
共
団
体
が

一
部
免
責
を
行
っ
た
場
合
に
必
要
な
手
続
に
つ
い
て

定
め
る
も
の
で
あ
る
。
参
酌
基
準
は
、
基
準
給
与
年

額
（
給
与
の
一
会
計
年
度
当
た
り
の
額
に
相
当
す
る

額
）
に
役
職
ご
と
に
設
定
さ
れ
た
一
定
の
乗
数
を
乗

じ
て
得
た
額
と
し
、
最
低
額
は
基
準
給
与
年
額
と
し

た
。
ま
た
、
自
治
法
新
第
２
４
３
条
の
２
第
１
項
の

条
例
（
以
下
「
一
部
免
責
条
例
」
と
い
う
。）
の
適

用
が
あ
っ
た
場
合
に
、
一
定
の
事
項
を
議
会
へ
報
告

及
び
公
表
す
る
こ
と
と
し
た
。

今
回
新
た
に
設
け
ら
れ
た
自
治
法
新
第
２
４
３
条

の
２
に
お
け
る
「
地
方
公
共
団
体
の
職
員
」
に
つ
い

て
は
、
住
民
監
査
請
求
（
自
治
法
第
２
４
２
条
）
及

び
住
民
訴
訟
（
自
治
法
第
２
４
２
条
の
２
）
に
お
け

る
「
地
方
公
共
団
体
の
職
員
」
と
同
様
に
解
さ
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
執
行
機
関
及
び
そ
の
補
助
職
員
（
一

般
職
、
特
別
職
、
常
勤
、
非
常
勤
及
び
臨
時
職
員
を

問
わ
ず
全
て
を
含
む
。）
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
自
治
法
新
第
２
４
３
条
の
２
に
基
づ
く
一

部
免
責
条
例
の
対
象
と
な
る
損
害
賠
償
責
任
は
、
住

民
訴
訟
等
を
通
じ
て
裁
判
所
に
よ
り
賠
償
額
や
重
大

な
過
失
の
有
無
等
が
認
定
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
な

い
も
の
で
あ
る
。
自
治
法
第
２
４
０
条
第
２
項
に
基

づ
き
、
一
次
的
に
債
権
の
管
理
権
限
を
有
す
る
普
通

地
方
公
共
団
体
の
長
が
、
一
部
免
責
条
例
の
適
用
が

あ
る
か
ど
う
か
も
含
め
て
損
害
賠
償
責
任
の
存
否
を

判
断
し
、
こ
れ
を
請
求
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の

際
、損
害
賠
償
責
任
を
負
う
長
や
職
員
等
（
以
下
「
相

手
方
」
と
い
う
。）
が
任
意
の
支
払
い
に
応
じ
、
住

民
訴
訟
も
提
起
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
の
判

断
を
経
ず
に
一
部
免
責
条
例
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
得
る
。
他
方
、
相
手
方
が
任
意
の
支
払
い
に
応

じ
な
い
場
合
に
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
と
し

て
は
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
、

相
手
方
が
任
意
の
支
払
い
に
応
じ
た
場
合
で
あ
っ
て

も
、
賠
償
額
や
重
大
な
過
失
の
有
無
等
に
つ
い
て
の

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
判
断
に
疑
義
が
あ
る
と

し
て
住
民
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
も
想
定
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
最
終
的
な
一
部
免
責

条
例
の
適
用
の
可
否
は
裁
判
所
の
判
断
に
よ
り
決
せ

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

加
え
て
、
一
部
免
責
条
例
に
基
づ
く
一
部
免
責
の

効
果
は
、
損
害
賠
償
責
任
の
原
因
と
な
っ
た
行
為
ご
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と
で
は
な
く
、
個
々
の
損
害
賠
償
責
任
ご
と
に
生
じ

る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
自
治
法
第
２
４
３
条
の
２
は
「
普
通
地
方

公
共
団
体
の
長
等
」
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
一
部

事
務
組
合
の
管
理
者
及
び
広
域
連
合
の
長
そ
の
他
の

職
員
等
に
つ
い
て
は
、
自
治
法
第
２
９
２
条
で
一
部

事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
に
都
道
府
県
の
加
入
す
る

も
の
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
に
関
す
る
規
定
、
市
及

び
特
別
区
の
加
入
す
る
も
の
で
都
道
府
県
の
加
入
し

な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
市
に
関
す
る
規
定
、
そ
の
他

の
も
の
に
あ
っ
て
は
町
村
に
関
す
る
規
定
が
準
用
さ

れ
る
結
果
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
と
同
様
に

自
治
法
第
２
４
３
条
の
２
の
対
象
と
な
る
。

２　

参
酌
基
準
に
つ
い
て

既
述
の
と
お
り
、
参
酌
基
準
は
、
基
準
給
与
年
額

に
役
職
ご
と
に
設
定
さ
れ
た
一
定
の
乗
数
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
、会
社
法（
平

成
17
年
法
律
第
86
号
）
等
の
責
任
軽
減
制
度
の
制
度

設
計
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
１
）
基
準
給
与
年
額

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
に
つ
い
て
、
萎
縮
効

果
の
低
減
の
た
め
に
は
、
給
与
の
額
と
不
釣
り
合
い

に
過
大
な
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
せ
る
の
は
相
当
で

は
な
い
こ
と
か
ら
、
会
社
法
に
お
い
て
、「
一
年
間

当
た
り
の
職
務
執
行
の
対
価
」
を
基
準
と
し
て
役
員

等
の
最
低
責
任
限
度
額
を
定
め
て
い
る
こ
と
を
参
考

と
し
て
、
参
酌
基
準
及
び
最
低
額
を
算
定
す
る
た
め

の
基
準
給
与
年
額
に
つ
い
て
は
、
給
与
の
一
会
計
年

度
当
た
り
の
額
に
相
当
す
る
額
を
基
準
と
す
る
こ
と

と
し
た
。

基
準
給
与
年
額
の
算
定
の
基
礎
に
含
め
る
給
与
に

つ
い
て
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
長
等

が
支
給
を
受
け
る
の
は
「
給
与
」（
給
料
、
報
酬
、

俸
給
及
び
諸
手
当
）
で
あ
る
と
こ
ろ
、原
則
と
し
て
、

こ
れ
ら
を
基
準
給
与
年
額
の
算
定
の
基
礎
に
含
め
る

こ
と
と
す
る
が
、以
下
の
理
由
か
ら
、諸
手
当
の
う
ち
、

①
「
職
務
の
内
容
又
は
責
任
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る

手
当
」
で
は
な
い
扶
養
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
住

居
手
当
、
通
勤
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当
並
び
に
②
基

準
給
与
年
額
を
判
断
す
る
損
害
賠
償
責
任
の
原
因
と

な
っ
た
事
実
が
生
じ
た
時
点
に
支
給
事
由
が
生
じ
て

い
な
い
退
職
手
当
に
つ
い
て
は
、
そ
の
例
外
と
し
た
。

①
基
準
給
与
年
額
算
定
の
基
礎
に
含
ま
れ
な
い
五
つ

の
手
当
に
つ
い
て
の
考
え
方

参
酌
基
準
は
、
自
治
法
第
２
４
３
条
の
２
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、「
職
責
そ
の
他
の
事
情
」
を
考

慮
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
職
責
と
無
関
係
な
個
々
人
の
財
産
状
況
等
を
考

慮
せ
ず
、
職
責
を
考
慮
し
て
普
通
地
方
公
共
団
体
の

長
等
に
対
し
て
支
給
さ
れ
て
い
る
給
与
の
額
を
基
準

に
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

「
給
料
」、「
俸
給
」
又
は
「
報
酬
」
は
、
職
責
に

応
じ
て
支
給
さ
れ
る
給
与
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ

り
、
基
準
給
与
年
額
の
算
定
の
基
礎
に
含
ま
れ
る
。

他
方
で
、
諸
手
当
に
つ
い
て
は
、
そ
の
支
給
の
趣
旨

や
性
格
も
様
々
で
あ
り
、
基
準
給
与
年
額
算
定
の
基

礎
に
含
め
る
べ
き
も
の
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
り
、

次
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
区
別
し
た
。

（
ⅰ
）
ま
ず
、
支
給
額
の
算
出
の
基
礎
に
給
料
月
額

又
は
俸
給
月
額
を
含
む
諸
手
当
に
つ
い
て
は
、
職

責
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
「
給
料
」
又
は
「
俸
給
」

に
連
動
し
て
そ
の
額
が
定
ま
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
基
準
給
与
年
額
算
定
の
基
礎
に
含
め
る
こ
と

と
す
る
。

（
ⅱ
）
さ
ら
に
、
支
給
額
の
算
出
の
基
礎
に
給
料
月

額
又
は
俸
給
月
額
を
含
ま
な
く
と
も
、
そ
の
支
給

の
趣
旨
に
鑑
み
、
職
務
の
内
容
・
執
行
状
況
又
は

責
任
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
諸
手
当
も
基
準
給
与

年
額
算
定
の
基
礎
に
含
め
る
こ
と
と
す
る
。

（
ⅰ
）
及
び
（
ⅱ
）
の
結
果
、
基
準
給
与
年
額
算
定

の
基
礎
に
含
ま
れ
な
い
手
当
は
、
扶
養
手
当
、
住
居

手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
及
び
寒
冷
地
手

当
の
五
つ
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
被
支
給
者
の
被
扶
養
者
の
有
無
、
住

ま
い
の
状
況
や
家
賃
の
額
、
勤
務
先
ま
で
の
交
通
手

段
等
の
、
職
務
の
内
容
又
は
責
任
と
無
関
係
な
個
別

的
又
は
外
形
的
な
事
情
に
よ
り
支
給
の
可
否
や
そ
の

額
が
定
ま
る
生
活
給
的
手
当
や
実
費
弁
償
的
手
当
で

あ
り
、
職
務
の
内
容
又
は
責
任
を
反
映
し
た
基
準
給
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与
年
額
の
算
定
の
基
礎
か
ら
は
除
外
す
る
こ
と
が
相

当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②
退
職
手
当
に
つ
い
て
の
考
え
方

自
治
法
新
第
２
４
３
条
の
２
第
１
項
が
「
職
責
そ

の
他
の
事
情
」
を
考
慮
し
て
参
酌
基
準
を
定
め
る
と

し
て
い
る
趣
旨
に
鑑
み
、
基
準
給
与
年
額
は
、
普
通

地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
原
因
と

な
っ
た
事
実
が
生
じ
た
時
点
の
職
責
に
応
じ
て
定
め

る
た
め
、
自
治
令
新
第
１
７
３
条
第
１
項
に
お
い
て

は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
損
害
賠
償
責
任

の
原
因
と
な
っ
た
行
為
を
行
っ
た
日
を
基
準
に
判
断

す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
点
、
退
職
手
当
は
普
通
地

方
公
共
団
体
の
長
等
が
退
職
し
た
後
に
、
そ
の
者
又

は
そ
の
遺
族
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、基
準
給
与
年
額
に
含
ま
な
い
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
上
記
諸
手
当
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
条
例

に
お
い
て
も
下
回
る
こ
と
が
で
き
な
い
政
令
で
定
め

る
最
低
額
と
し
て
全
国
一
律
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
が
、
地
方
公
共
団
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一

部
免
責
条
例
に
お
い
て
、
実
際
の
最
低
責
任
負
担
額

を
定
め
る
に
際
し
て
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
へ

の
手
当
の
支
給
状
況
等
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え

て
、
各
種
諸
手
当
等
の
額
を
斟
酌
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
。

（
２
）
乗
数

参
酌
基
準
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
に
お
け
る
役
員

等
の
責
任
軽
減
制
度
の
立
法
例
等
を
参
考
に
、
基
準

給
与
年
額
に
役
職
ご
と
に
設
定
さ
れ
た
一
定
の
乗
数

を
乗
じ
て
算
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
会
社
法
の
例
（
代
表
取
締
役
又
は

代
表
執
行
役
：
６
、代
表
取
締
役
以
外
の
取
締
役
（
業

務
執
行
取
締
役
等
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）
又
は
代

表
執
行
役
以
外
の
執
行
役
：
４
、
こ
れ
ら
以
外
の
取

締
役
等
：
２
）（
会
社
法
第
４
２
５
条
第
１
項
第
１
号
）

を
参
考
に
、
地
方
公
共
団
体
の
長
等
そ
れ
ぞ
れ
の
地

位
の
重
要
性
に
応
じ
て
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
乗
数

を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

乗
数
の
具
体
的
設
定
に
つ
い
て
は
、
①
「
民
意
に

基
礎
を
置
く
程
度
」（
直
接
公
選
制
や
解
職
請
求
の

対
象
と
な
る
か
否
か
）
と
②
「
権
限
」（
独
立
し
た

執
行
権
限
、
代
表
権
や
統
轄
権
、
職
員
の
指
揮
監
督

権
や
任
命
権
）
に
着
目
し
、
地
位
の
重
要
性
に
応
じ

て
次
頁
の
表
の
と
お
り
区
分
し
て
設
定
し
た
。

な
お
、
参
酌
基
準
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
自
治
令

新
第
１
７
３
条
第
１
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
お
い

て
は
、
地
方
警
務
官
（
警
察
法
（
昭
和
29
年
法
律
第

１
６
２
号
）
第
56
条
第
１
項
に
規
定
す
る
地
方
警
務

官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
以
外
の
普
通
地
方
公
共

団
体
の
長
等
と
地
方
警
務
官
を
分
け
て
規
定
し
て
い

る
。
地
方
警
務
官
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
国
家
公

務
員
と
さ
れ
て
い
る
が
（
警
察
法
第
56
条
第
１
項
）、

公
安
委
員
会
の
管
理
下
に
あ
る
都
道
府
県
警
察
の
職

員
と
し
て
「
地
方
公
共
団
体
の
職
員
」
に
も
該
当
し
、

自
治
法
第
２
４
３
条
の
２
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ

る
。
地
方
警
務
官
の
俸
給
そ
の
他
の
給
与
に
つ
い
て

は
、
国
庫
が
支
弁
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
警

察
法
第
37
条
、
警
察
法
施
行
令
（
昭
和
29
年
政
令
第

１
５
１
号
）
第
２
条
第
１
号
）、
自
治
令
新
第
１
７
３

条
の
規
定
上
、
俸
給
等
を
国
か
ら
支
給
さ
れ
る
旨
及

び
俸
給
及
び
各
種
手
当
の
根
拠
法
に
つ
い
て
、
技
術

的
に
地
方
警
務
官
以
外
の
地
方
公
共
団
体
の
長
等
と

分
け
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

３　

最
低
額
に
つ
い
て

自
治
法
新
第
２
４
３
条
の
２
第
１
項
の
最
低
額
に

つ
い
て
は
、
参
酌
基
準
を
参
照
し
た
と
し
て
も
過
度

に
低
額
な
最
低
責
任
負
担
額
を
設
定
し
た
場
合
に

は
、
平
成
24
年
の
各
最
高
裁
判
決
の
趣
旨
に
照
ら
し

て
も
、
裁
量
権
の
逸
脱
・
濫
用
に
当
た
る
と
さ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
裁
量
の
逸
脱
・
濫
用
と
な
ら

な
い
よ
う
、
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
最
低

額
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
が
一
部
免
責
条
例
を
制

定
す
る
に
当
た
り
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
準
で

あ
り
、
地
域
の
実
情
（
普
通
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ

て
、
長
や
職
員
等
に
対
す
る
給
与
等
の
支
給
状
況
や

事
業
活
動
の
規
模
等
も
異
な
る
）
に
応
じ
た
最
低
責

任
負
担
額
の
設
定
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
裁
量
を
な

る
べ
く
地
方
公
共
団
体
に
付
与
す
る
べ
き
と
の
考
え

と
、
国
家
公
務
員
等
と
比
較
し
た
と
き
に
、
こ
れ
よ

り
下
げ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
最
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低
レ
ベ
ル
の
基
準
を
設
定
す

る
べ
き
と
の
考
え
を
踏
ま

え
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
懲
戒
に

よ
り
停
職
と
な
っ
た
国
家

公
務
員
が
最
大
１
年
間
無

給
と
な
り
得
る
こ
と
等
を

踏
ま
え
、
基
準
給
与
年
額

（
給
与
の
１
年
分
）
と
し
た

（
自
治
令
新
第
１
７
３
条
第

２
項
）。

な
お
、
こ
の
最
低
額
は
、

地
方
公
共
団
体
が
一
部
免

責
条
例
を
制
定
す
る
に
当

た
り
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
基
準
で
あ
り
、
こ
の

額
を
下
回
る
最
低
責
任
負

担
額
を
一
部
免
責
条
例
で

設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
も
の
で
あ
る
。

乗数 役職 区分の理由

６ 長 〇憲法に基づき住民による直接公選制がとられており（第93条第２
項）、住民の直接の信任に基礎を置く点で重要な地位にあるといえ
る。

〇長は、普通地方公共団体の統轄代表者かつ財政の責任者として以
下の権限をはじめとする重要な権限を有している。
・組織等に関する長の総合調整権（自治法第180条の４）
・予算執行に関する長の調査権等（自治法第221条第１項）
・公有財産に関する長の総合調整権（自治法第238条の２第１項）

４ 解職制度の対象となる者
〇副知事・副市町村長
〇総合区長
〇教育長・教育委員会の委員
〇公安委員会の委員
〇選挙管理委員会の委員
〇監査委員
〇海区漁業調整委員会の委員

〇解職制度の対象となっている職は、いずれも直接的な民意を一定
程度反映させる必要のある重要な地位にあるといえる。

〇副知事等は、長に代わってその職務権限を行使することも予定さ
れており（自治法第152条等）、総合区長も当該区の事務執行にお
いて代表権を有しているなど（自治法第252条の20の２第８項）、
いずれも重要な権限を有している。

〇その余の委員については執行機関として独立して権限を行使する
ものであり、他の職と比較して重要な地位にあるといえる。

２ その他の執行機関委員
〇人事・公平委員会の委員
〇労働委員会の委員
〇農業委員会の委員
〇収用委員会の委員
〇内水面漁場管理委員会の委員
〇固定資産評価審査委員会の委員
消防長
地方公営企業の管理者
警視総監・道府県警察本部長

〇その他の執行機関委員は、解職制度の対象となっていないとはい
え、執行機関として独立して権限を行使するものであり、他の職
と比較して重要な地位にあるといえる。

〇地方公営企業の管理者、警視総監・道府県警察本部長、消防長は、
職員の任命権や指揮監督権を有するなど、他の職と比較して重い
責任を有した常勤の職員であり、重要な地位にあるといえる。
※①地方公営企業の管理者

・代表権（地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第８条）
・指揮監督権（同法第15条第２項）
・職員の任命権（同条第１項）

　②警視総監・道府県警察本部長
・警視庁・道府県警察本部の事務の統括権並びに職員の指揮

監督権（警察法第48条第２項）
・職員の任免権（同法第55条第３項）

　③消防長
・消防本部の事務の統括権及び指揮監督権（消防組織法（昭

和22年法律第226号）第12条第２項）
・職員の任命権（同法第15条第１項）

１ その他の職員
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４　

一
部
免
責
条
例
の
適
用
が
あ
っ
た
場
合

の
議
会
へ
の
報
告
及
び
公
表
に
つ
い
て

（
１
）
改
正
の
概
要

一
部
免
責
条
例
を
定
め
て
い
る
普
通
地
方
公
共
団

体
の
長
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
普

通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
普

通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
損
害
賠
償
責
任
を
免
れ

た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
報
告

す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
し
た（
新
第
１
７
３
条
第
３
項
関
係
）。

①　

当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
損
害
賠

償
責
任
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
普
通
地

方
公
共
団
体
の
長
等
が
賠
償
の
責
任
を
負
う
額

②　

当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
が
賠
償
の

責
任
を
負
う
額
か
ら
一
部
免
責
条
例
に
基
づ
き

控
除
す
る
額
及
び
そ
の
算
定
の
根
拠

③　

自
治
法
第
２
４
３
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
が
賠
償

の
責
任
を
免
れ
た
額

（
２
）
改
正
の
趣
旨

損
害
賠
償
請
求
権
の
放
棄
（
自
治
法
第
96
条
第
１

項
第
10
号
）
に
つ
い
て
は
、
議
会
に
よ
る
議
決
事
件

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
自
治
法
第
２
４
３

条
の
２
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責

の
場
合
は
、
事
前
に
一
部
免
責
条
例
を
定
め
る
こ
と

に
よ
り
、
損
害
賠
償
責
任
の
原
因
と
な
る
事
実
が
生

じ
た
時
点
で
損
害
賠
償
責
任
が
発
生
す
る
の
と
同
時

に
そ
の
損
害
賠
償
責
任
（
の
一
部
）
が
消
滅
す
る
と

い
う
効
果
が
生
じ
る
こ
と
と
な
り
、
手
続
上
、
議
会

に
は
、
個
別
の
案
件
に
関
す
る
情
報
が
入
ら
な
い
こ

と
と
な
る
。
こ
の
点
、
一
部
免
責
条
例
の
制
定
・
改

廃
を
行
う
の
は
議
会
で
あ
る
こ
と
や
損
害
賠
償
請
求

権
の
放
棄
の
場
合
は
、
議
会
が
個
別
の
案
件
ご
と
に

議
決
を
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
の
均
衡

上
、
一
部
免
責
条
例
に
よ
る
一
部
免
責
の
場
合
に
お

い
て
も
、個
別
の
案
件
に
係
る「
責
任
の
原
因
と
な
っ

た
事
実
及
び
賠
償
の
責
任
を
負
う
額
」
等
の
事
項
を

報
告
す
る
こ
と
は
、
一
部
免
責
条
例
制
度
の
適
正
な

運
用
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
議
会
へ
報
告
す
る
規
定
を
置
い
た
も
の

で
あ
る
。

ま
た
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
に
と
っ
て
、

一
部
免
責
条
例
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
条
例
の
公
布

に
よ
り
周
知
さ
れ
て
い
る
が
、
個
別
の
案
件
に
関
す

る
情
報
は
、
積
極
的
に
情
報
公
開
を
求
め
な
け
れ
ば

入
手
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
普

通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部

免
責
は
、
そ
の
結
果
次
第
で
、
当
該
普
通
地
方
公
共

団
体
の
財
政
に
も
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
納

税
者
た
る
住
民
に
対
し
て
説
明
責
任
を
果
た
す
必
要

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
議
会
へ
の
報
告

と
と
も
に
公
表
す
る
規
定
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

な
お
、当
該
趣
旨
を
踏
ま
え
る
と
、（
１
）
①
の
「
普

通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
原
因

と
な
っ
た
事
実
」
の
内
容
に
は
、
当
該
長
等
が
職
務

を
行
う
に
つ
き
善
意
で
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
い
と

い
う
判
断
の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
が
含
ま
れ
る
も
の

で
あ
る
。

５　

そ
の
他
の
改
正
事
項
に
つ
い
て

改
正
法
に
よ
り
、
自
治
法
第
75
条
に
第
５
項
（
監

査
委
員
の
合
議
に
よ
り
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

事
項
が
あ
る
場
合
の
特
例
）
や
同
法
第
２
８
７
条
の

２
に
第
８
項
及
び
第
９
項
（
内
部
統
制
に
つ
い
て
の

組
合
の
特
例
等
）
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
条
項

ず
れ
の
対
応
等
を
行
っ
た
。

四
　
お
わ
り
に

以
上
、
標
記
通
知
の
主
な
内
容
を
解
説
し
て
き
た

が
、
本
稿
の
内
容
を
踏
ま
え
、
普
通
地
方
公
共
団
体

の
長
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
つ
い
て
、

そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
活
用
が
図
ら
れ
、
地
方
公
共

団
体
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
に
資
す
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。


